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補助金について 

 

 

１ 既存万年塀の撤去経費補助金 

  旧公園事務所跡地の保育所占用部分（保育所整備予定地）に接する万年塀の撤去に

ついて、撤去に係る経費を補助します。補助率は１０／１０です。 

なお、令和２年度予算査定額が上限額になります。 

 

２ 施設整備費補助金 

整備費は、令和２年度予算での計上となるため、今後、所定の手続きを経て予算化

していくことになります。 

ここでお示しする金額は、今回の公募に係る資金計画書上の施設整備費補助見込額

とご理解ください。 

なお、施設整備費補助制度を利用する場合には、別途補助協議が必要になります。

また、それぞれの補助基準に合致した計画であることが必要です。目黒区では、協議

時の予算の範囲内で補助を行います。 

 

（１）補助対象経費及び基準額（令和元年度補助要綱に基づく基準額） 

① 本体工事費 

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事施工のため直接

必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び

設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の２．６％に相当する額を限

度額とします。） 

 

定員規模による定額 定員 7１名～１００名  ２０７，６００千円 

 

② 保育所開設準備費加算 

保育所の開設準備に必要な費用（整備費の対象とならない備品類の購入費や開設

前の職員研修費用など開設準備に必要な費用） 

 

定員 ７１名～１００名  ２２．５千円×定員数 

 

③ 設計料加算 

保育所の実施設計に際し必要な費用 

 

①＋④＋⑥の５％ １１，３５７千円 

 

④ 特殊付帯工事 

「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊付帯工事の取扱いについて」 
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平成２０年６月１２日雇児発第０６１２００４号を準用して整備した場合 

 

定額  １５，８４０千円 

     

⑤ 土地借料加算 

新たに土地を賃借して保育所等を整備する場合 

 

定額  ２３，５５０千円 

 

⑥ 地域の余裕スペース活用促進加算 

地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市施設な

ど）を活用して保育所等を整備する場合 

 

定額  ３，７０５千円 

 

（２）補助金交付額 

基準額の合計額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を差し引い

た額とを比較して、いずれか少ない額に３／４を乗じて得た額。（千円未満切捨て）

なお、令和２年度予算査定額が上限額になります。 

 

（３）整備スケジュールについての留意点  

実施設計及び工事の契約・着手は国庫補助等内示後に行う必要があります。整備

の都合上、実施設計を内示前に行う場合は、設計料加算が対象外になります。 

 

４ 防犯カメラ及び非常通報装置（学校１１０番）設置費補助金 

  防犯カメラ設置費は、１,２４７千円（補助基準額）まで補助します。補助金交付額

は、補助対象経費と補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額となります。 

非常通報装置（学校１１０番）設置費は、３００千円（補助基準額）まで補助しま

す。補助金交付額は、補助対象経費と補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の

額となります。 

なお、令和２年度予算査定額が上限額になります。 

 

５ 職員配置基準 

職員配置は「目黒区私立認可保育所職員配置基準」以上としてください。 

 

６ 保育所運営費 

子ども・子育て支援法附則第 6 条に規定する委託費に加え、「目黒区保育所運営費等

補助要綱」及び「目黒区私立保育所法外援護実施要綱」に基づき運営費の補助を行いま

す。 
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７ 費用の負担 

応募にかかる費用及び整備にかかる費用は、すべて事業者のご負担となります。 

 

８ 事情変更 

事業者決定後、国及び東京都の制度や諸事情等に大幅な変更が生じた場合は、区と

事業者間で整備方法等について変更協議することがあります。 

 

９ 添付資料 

（１）目黒区民間保育所施設整備費補助要綱 

（２）私立保育園における防犯カメラ等設置に係る補助金交付要綱 

（３）私立保育所における非常通報装置設置に係る補助金交付要綱 

（４）目黒区保育所運営費等補助要綱 

（５）目黒区私立保育所法外援護実施要綱 

（６）目黒区私立認可保育所職員配置基準 

（７）目黒区定期利用保育事業補助金交付要綱 

 

以  上 

 


